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４ ヤングワークプラザ一覧 

 

都道府県 名 称 住  所 電  話 

東京 ヤングハローワーク 渋谷区神南 1-21-1 日本生命渋谷ビル 5 階 03(3770)8609 

神奈川 よこはまヤングワークプラザ（※） 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 16 階 045(322)8609 

愛知 ヤングワークプラザあいち（※） 名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 12 階 052(264)0601 

大阪 ヤングサポートプラザ 大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル 12 階 06(6485)6146 

兵庫 ヤングワークプラザ神戸 神戸市中央区小野柄通 7-1-1 日本生命三宮駅前ビル 1 階 078(231)8609 

※ジョブカフェと同じ建物にあります。 
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企業の皆様へ 

 

 厚生労働省では、若者がボランティア活動など

社会活動に参加した実績や成果を記録すること

を通じて、若者の社会性や働く意欲を喚起し、そ

の活動や実績を企業の採用選考にも反映しても

らうことをねらいとして、ジョブパスポート事業を開

始し、その普及に努めています。 

 

 御社の採用選考に当たっても、ジョブパスポー

ト事業の趣旨を御理解いただき、若者の社会参

加への意欲や適性・能力を前向きに引き出し、積

極的に評価していただくようお願いします。 

 

＜公正な採用選考について＞ 

採用選考に当たっては、応募者のもつ適性・能力が求

人職種の職務を遂行できるかどうかだけを基準として判

断していただくよう、お願いします。 

 

ジョブパスポート事業に関するお問い合わせ

はお近くのハローワークまで。 
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ボランティア団体等の皆様へ 

 

「ジョブパスポート」とは 

ジョブパスポートは、若者がボランティア活動やインターンシップ

などの社会活動に参加し、体験内容、体験を通じて成長したこと

や意識の変化など記載することを通して、自己理解を深めるととも

に、履歴書などの応募書類に加え、企業に提出することを通じて、

若者が企業に対して社会参加への意欲や適性・能力を積極的に

アピールする機会を創り、若者の就職活動を支援するもので、い

わば「社会体験経歴書」と言えます。 

 

皆様へのお願い 

 ジョブパスポートは、ボランティア活動等の機会が確保されること

によって、はじめて意味を持ち、機能するものです。若者の社会活

動の機会の拡大に積極的に協力をお願いします。 

 また、ジョブパスポートには、「活動団体からのコメント」を記載す

る欄があります。若者からの求めに応じまして、活動期間中の状

態や励ましの言葉などを記載いただくようお願いいたします。 

 

 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク（公共職業安定所） 

 

 


